
一
頁

○
総
務
省
令
第
五
号

電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波
法
施

行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
及

び
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

電
波
法
施
行
規
則
及
び
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

（
電
波
の
利
用
の
程
度
が
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
区
域
）

（
電
波
の
利
用
の
程
度
が
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
区
域
）

第
五
十
一
条
の
九
の
八

法
別
表
第
七
備
考
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
（
当
該
区
域
に

第
五
十
一
条
の
九
の
八

法
別
表
第
七
備
考
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
（
当
該
区
域
に

第
四
地
域
に
該
当
す
る
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
除
い
た
区
域
）
と
す
る
。

第
四
地
域
に
該
当
す
る
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
除
い
た
区
域
）
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

［
削
る
］

二

青
森
県
青
森
市
及
び
十
和
田
市
の
区
域

［
削
る
］

三

山
形
県
山
形
市
の
区
域

［
削
る
］

四

福
島
県
福
島
市
の
区
域

二

山
梨
県
富
士
吉
田
市
の
区
域

五

山
梨
県
富
士
吉
田
市
及
び
南
都
留
郡
西
桂
町
の
区
域

［
削
る
］

六

静
岡
県
富
士
宮
市
、
御
殿
場
市
及
び
駿
東
郡
小
山
町
の
区
域

［
削
る
］

七

滋
賀
県
大
津
市
の
区
域

［
削
る
］

八

京
都
府
京
都
市
右
京
区
及
び
亀
岡
市
の
区
域

［
削
る
］

九

和
歌
山
県
和
歌
山
市
及
び
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
の
区
域

三

広
島
県
竹
原
市
の
区
域

十

広
島
県
竹
原
市
の
区
域

四

山
口
県
下
関
市
、
柳
井
市
及
び
熊
毛
郡
田
布
施
町
の
区
域

十
一

山
口
県
下
関
市
、
柳
井
市
及
び
熊
毛
郡
田
布
施
町
の
区
域

［
削
る
］

十
二

徳
島
県
阿
南
市
の
区
域

［
削
る
］

十
三

香
川
県
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
三
豊
市
、
香
川
郡
直
島
町
の
区
域

五

愛
媛
県
今
治
市
及
び
新
居
浜
市
の
区
域

十
四

愛
媛
県
松
山
市
、
今
治
市
、
新
居
浜
市
及
び
西
条
市
の
区
域

［
削
る
］

十
五

高
知
県
宿
毛
市
の
区
域

［
削
る
］

十
六

熊
本
県
阿
蘇
市
の
区
域

［
削
る
］

十
七

宮
崎
県
日
南
市
の
区
域

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
の
算
定
に
用
い
る
区
域
等
）

（
広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
の
算
定
に
用
い
る
区
域
等
）

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一

広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一

広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
移
動
範
囲
、
設
置
場
所
又

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
移
動
範
囲
、
設
置
場
所
又

は
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
前
条
及
び

は
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
前
条
及
び

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限

四

包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
つ
て
、
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す

る
。
）
で
あ
つ
て
、
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
又
は
次
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す

る
も
の

当
該
特
定
無
線
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通

る
も
の

当
該
特
定
無
線
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
主
た
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
を
管
轄
す
る

信
局
長
の
管
轄
区
域
（
当
該
包
括
免
許
に
お
い
て
指
定
周
波
数
を
使
用
す
る
区
域
に
関
す
る
条
件
が
付
与
さ

総
合
通
信
局
長
の
管
轄
区
域
（
当
該
包
括
免
許
に
お
い
て
指
定
周
波
数
を
使
用
す
る
区
域
に
関
す
る
条
件
が

れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域
）

付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
区
域
）

［
五

略
］

［
五

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］



三
頁

（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
無
線
局
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の

［
新
設
］

周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
う
ち
当
該
移
動
す
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を

定
め
る
も
の
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
が
広
域
専
用
電
波
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
当

該
移
動
す
る
無
線
局
は
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も

の
と
し
て
、
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二

［
同
上
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二

［
同
上
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
四

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三

［
同
上
］

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
）

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
五

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
四

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
係
る
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
係
る
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の

幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
帯
域
幅
と
す
る
。

幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
帯
域
幅
と
す
る
。

一

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
開
設
し
て
い
る
無
線
局
が
時
分
割
複
信
方
式
に

一

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
開
設
し
て
い
る
無
線
局
が
時
分
割
複
信
方
式
に

よ
る
無
線
通
信
を
行
う
周
波
数
帯

同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定

よ
る
無
線
通
信
を
行
う
周
波
数
帯

同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定

周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相
手
方
と
す

周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相
手
方
と
す

る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線

る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線

局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数

局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数

帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅

帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅

［
二

略
］

［
二

同
上
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
六
～
第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
九

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
五
～
第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
八

［
同
上
］

（
納
付
受
託
者
の
指
定
の
基
準
）

（
納
付
受
託
者
の
指
定
の
基
準
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
九

電
波
法
施
行
令
第
十
三
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
公
租
公
課
又
は

第
五
十
一
条
の
十
一
の
九

電
波
法
施
行
令
第
十
四
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
公
租
公
課
又
は

公
共
料
金
（
日
本
国
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
係

公
共
料
金
（
日
本
国
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
係

る
料
金
を
い
う
。
）
の
納
付
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
処
理
の
実
績
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
で

る
料
金
を
い
う
。
）
の
納
付
又
は
収
納
に
関
す
る
事
務
処
理
の
実
績
を
有
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

あ
る
こ
と
と
す
る
。

別
表

第
十

一
号

の
二

（第
5
1
条

の
1
0
の

２
の

４
第

5
1
条

の
1
0
の

２
の

８
関

係

）
（総

合
通

信
局

長
が

こ
の

様
式

別
表

第
十

一
号

の
二

（第
5
1
条

の
1
0
の

２
の

３
第

5
1
条

の
1
0
の

２
の

７
関

係

）
（総

合
通

信
局

長
が

こ
の

様
式

、
、

に
代

わ
る
も
の

と
し
て
認
め

た
場
合
は

そ
れ
に

よ
る
こ
と
が

で
き

る

。

）

に
代

わ
る

も
の

と
し

て
認
め

た
場
合
は

そ
れ
に

よ
る
こ

と
が

で
き
る

。

）

、
、

［様
式
略

］

［様
式

同
左

］

［注
１
・
２

略

］

［注
１

・
２

同
左

］

３
第
5
1
条
の

1
0
の
２

の
３
の
該
当

す
る
区
分

を
記
載
す

る
こ
と

。な
お

法
第
1
03

条
の

２
第

８
項

の
規

３
第
5
1
条

の
1
0
の

２
の

２
の
該
当

す
る
区
分

を
記
載
す

る
こ
と

。な
お

法
第
1
03

条
の

２
第
８

項
の

規
、

、

定
に

基
づ

き
届

け
出

る
場

合
は

括
弧

内
に

新
規

免
許

開
設

局
又

は
既

存
免

許
開

設
局

を
記

載
す

る
こ

定
に

基
づ

き
届

け
出

る
場

合
は

括
弧

内
に

新
規

免
許

開
設

局
又

は
既

存
免

許
開

設
局

を
記

載
す

る
こ

、
、

と

。

と

。
［４

～９
略

］

［４

～９
同

左
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



四
頁

（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
頁

改

正

後

改

正

前

（
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
）

（
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
運
用
の
確
保
が
必
要
な
無
線
局
）

第
十
五
条

法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無

第
十
五
条

法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
無

線
局
と
す
る
。

線
局
と
す
る
。

一

法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
専
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

一

法
第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
専
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
事
務
の
用
に
供
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令

目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令

第
二
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局

第
二
百
四
十
五
号
）
第
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局

［
二
～
十
一

略
］

［
二
～
十
一

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る



六
頁

附

則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

三
十
年
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


